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背景 ————————————————————————————————————  

海南省3部門は共同して2022年9月27日付けで5号文を印刷・配布した目的は、「国家税務総局海南省税務局海

南省財政庁海南省市場監督管理局の海南自由貿易港奨励類産業企業の実質的な運営に係る問題に関する公

告」（国家税務総局海南省税務局公告2021年第1号、以下「1号文」）を踏まえて、実質的な運営における具体

的な内容を更に細分化・最適化し、海南自由貿易港（以下「自由貿易港」）のリスクコントロールを強化し、市場主

体の期待を安定させ、自由貿易港における市場主体の高品質な発展を促進するとともに、法規に違反したペーパーカ

ンパニーが税制優遇政策を享受することを防ぎ、業界的・システム的な租税リスクの発生を回避することを確保すること

である。 

 

注目ポイント —————————————————————————————————  

一、適用対象の範囲拡大——企業所得税の課税対象者ではないパートナーシップ企業なども対象となる 

 

• 「海南自由貿易港建設全体案」（以下「全体案」）を徹底的に実施し、海南自由貿易港建設の高品質

な発展を促進し、国内外の優良企業の自由貿易港への進出を誘致するとともに、税源侵食と利益移転を

防止し、自由貿易港が「タックスヘイブン」となることを避けるために、国家税務総局海南省税務局、海南省

財政庁、海南省市場監督管理局（以下「海南省3部門」）は共同して「海南自由貿易港奨励類産業

企業の実質的な運営に係る問題に関する補足公告」（国家税務総局海南省税務局・海南省財政庁・

海南省市場監督管理局公告2022年第5号、以下「5号文」）及び関連解釈を公布し、公告の適用対象

の範囲、「赤信号」/「青信号」の具体的な判断基準、事後の監督管理という4つの側面から、実質的な運

営における具体的な内容を更に細分化し最適化した。 
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自由貿易港における15%の個人所得税の適用対象となるハイエンド・不足人材が勤務する/雇用される/経営する企

業や組織の実質的な運営に関しては、5号文の関連規定を参照して実施することを明確にした。 

すなわち、自由貿易港で登録しているパートナーシップ企業は（企業所得税の納税主体でないものの）、2023年

以降、1号文及び5号文の要件を参照して実質的な運営を規範化する必要がある。 

二、実質的な運営における「青信号」基準の細分化・最適化——駐在人数と比率など、これまで曖昧だった部分

の詳細を明確にした 

既に公布されている1号文を踏まえて、今回の5号文及び公式解釈における4つの要素の細分化基準に係るキーポイ

ントを要約した。 

 

4つの要

素 

5号文及び公式解釈のキーポイント 実務上、明確化が待た

れる問題 

自由貿易

港で生産

経営活動

を行う 

1) 企業が自由貿易港で固定生産経営拠点と必要な生産経営用設備・施設などを有

し、企業名義で社外と契約を締結し、かつ下記要件のいずれかを満たす場合。 

➢ 事業面：主な生産経営拠点が自由貿易港にあることを必要とする。 

➢ 管理・支配面：生産経営に関して実質的な全面管理及び支配を行う機構が

自由貿易港に所在する、すなわち生産経営上の意思決定（計画、統制、査

定、評価など）、財務上の意思決定（借入、貸付、資金調達、財務リスクマ

ネジメントなど）、人事上の意思決定（任命、解任、報酬など）が自由貿易

港に設立されている機構によって行われる、又は実行される。 

2) 上記要件における財務上の意思決定に関して、企業グループが財務シェアードサービ

スセンターモデルを採用し、資金管理と配分を一元管理する場合、自由貿易港の

子会社が借入、貸付、資金調達、財務リスクマネジメントなどの機能のうち一機能

以上を有する場合、財務上の意思決定は自由貿易港に設立されている機構によっ

て行われる、又は実行されると見なされる。 

• 実務において、企業

の事業範囲が全国

各地にわたる場合、

如何に主な生産経

営拠点が自由貿易

港にあることをより明

確に定義できるのだ

ろうか？ 

• 生産経営上の意思

決定、財務上の意

思決定、人事上の

意思決定の機能につ

いては、海南にある

会社で専任の担当

職位を設置する必要

はあるのか？個別で

職位を設置しない場

合、上級管理職及

び/又はシェアードサー

ビスセンターがリモート

で提供することは可

能なのか？ 

• 自由貿易港に駐在

する期間は、従業員

が入社した時点から

計算されるのか？ 

• グループの場合、子

会社の縦方向の資

金流動をグループ・キ

ャッシュ・プーリングで

一元管理する場合が

多いが、最新の政策

人員が自

由貿易港

に駐在す

る 

1) 給与賃金の支給：自由貿易港で開設された銀行口座を通じて行う。 

2) 183日以上駐在する人数のランク分け計算 

 従業員数 累計日数が 183 日以上

の人数 

 

 <10人 >=3人  

 10=<人数<100 >=30%  

 >=100人 >=30人  

従業員数は、通年の企業の四半期ごとの平均値によって計算される 

3) 居住日数とは、1 納税年度内に自由貿易港に駐在した累計日数を指す。自由貿易

港に駐在した日の当日の滞在時間が 24時間未満の場合は、1日として計算する。 

4) 企業が年度の途中で経営活動を開始又は終了し、かつ実際の経営期間が半年未

満の場合、累計居住日数が 183日以上の基準に関しては、実際の経営期間の日数

を半減して計算する。 

自由貿易

港で財務

1) 会計書類：会計伝票や書類が、紙ベースで保存されている場合は自由貿易港で保

管されるべきであり、電子形式で保存されている場合は閲覧可能にするべきである。 
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活動を行

う 
2) 銀行口座：基本的な預金口座及び主要業務決済用の銀行口座は、自由貿易港

で開設するべきである。 

に如何に対応すべき

なのか？ 

資産が自

由貿易港

に所在す

る 

1) 所有権又は使用権を保有する資産が自由貿易港にあり、かつ生産経営に見合う資

産である。 

➢ 資産には、有形固定資産と無形資産が含まれる。 

➢ 一部の企業の資産がその企業名義で登録されているものの、自由貿易港に所在

していない場合、それが業界の生産経営活動の慣習に沿っている、又は関連する

資産の特徴に合致するのであれば、当該資産に関しては自由貿易港に所在する

ことを義務付けない。 

三、ネガティブルールの「赤信号」条項が追加され、その要件に該当すれば実質的な運営が否定される 

下記のいずれかの状況が存在する場合、実質的な運営に合致しないと見なされる。 

（一）「純粋な決済センター」：生産経営機能を備えず、中国本土の業務に対する財務決済、納税申告、発票

発行などの機能のみを負担している場合。 

（二）「住所の不一致」：登録した住所と実際の事業拠点の住所が一致せず、かつ連絡が取れない、又は連絡が

取れても実際の事業拠点の住所を提供できない場合。 

過去に海南で収支の記帳のみを行っていた企業、及び区内で登録し区外で経営している企業に関しては、できる限

り早急に各自の具体的な状況を見直し、適時にコンプライアンス調整を行い、2023年に「赤信号」条項に規定されて

いる要件に該当しないように対応する必要がある。 

四、優遇政策を享受した後の監督管理要件を明確にした。キーポイントは下記の通りである。 

常態化する共同査察：翌年の6月から12月末まで（すなわち毎年の所得税の年度確定申告終了後から年末ま

で）、当年度に「ダブル15（個人所得税・企業所得税に対する15％の軽減税率）」を享受した企業を対象に事後

の共同査察を実施する。 

➢ 新規対象企業に対する共同査察の全面実施：当年度に新規で「ダブル15」を適用した企業に対して「フル

カバレッジ」の査察を実施する。 

➢ 既存の対象企業に対する抜取査察：既に優遇政策を享受している企業に対しては、一定の割合で抜取査

察を実施する。 

新規対象：企業は、年度確定申告時に「実質的な運営の自己評価承諾表」への記入を通じて、実質的な運営を

承諾する。 

五、上記政策は、2023年1月1日から2024年12月31日まで実施される。2022年度は現行の規定に従い実施され

る。2025年に自由貿易港のゼロ関税適用が始まり、より緩和された実施基準が企業の参考として制定されると見込

まれる。KPMGは、海南自由貿易港に係る関連政策及び細則の動向を引き続き注視し、専門的な意見や提案を

提供して参ります。 

 

KPMGの海南チームは、企業の実質的な運営の強化において豊富な実務経験を積み重ねており、関連する政策の

分析及び実務に対するご提案に関しては、お気軽にKPMGのプロフェッショナルスタッフまでお尋ねください。 
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